
国家公務員法等の一部を改正する法律（平成二十六年法律第二十二号）によ

る改正後の国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）（抄） 
（傍線部分は改正部分） 

 
（退職手当審査会） 

第十八条 内閣府に、退職手当審査会を置く。 
２ 退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を

処理する。 
３ 前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員そ

の他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。 

 
（退職手当審査会等への諮問） 

第十九条 退職手当管理機関（第五項から第七項までに規定する退職手当管理

機関を除く。）は、第十四条第一項第三号若しくは第二項、第十五条第一項、

第十六条第一項又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分（以下

この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。）を行おうとすると

きは、退職手当審査会に諮問しなければならない。 
２ 退職手当審査会は、第十四条第二項、第十六条第一項又は第十七条第一項

から第五項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合に

は、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければなら

ない。 
３ 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等

の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関に

その主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にそ

の知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすること

ができる。 
４ 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等

の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他

必要な協力を求めることができる。 
５ 前各項の規定は、国会職員法第一条に規定する国会職員に係る退職手当管

理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。

この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「両議院

の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関」と読み

替えるものとする。 
６ 第一項から第四項までの規定は、裁判官又は裁判所の職員に係る退職手当

管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用す
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る。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、「最

高裁判所規則で定める機関」と読み替えるものとする。 
７ 第一項から第四項までの規定は、会計検査院の検査官又は職員に係る退職

手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準

用する。この場合において、これらの規定中「退職手当審査会」とあるのは、

「会計検査院規則で定める機関」と読み替えるものとする。 
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政
令
第
百
九
十
四
号

退
職
手
当
審
査
会
令

内
閣
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

（
組
織
）

第
一
条

退
職
手
当
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
は
、
委
員
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

審
査
会
に
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
等
の
任
命
）

第
二
条

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

（
委
員
の
任
期
等
）

第
三
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

臨
時
委
員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の

資料４
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と
す
る
。

４

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会
長
）

第
四
条

審
査
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
査
会
を
代
表
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
議
事
）

第
五
条

審
査
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

２

審
査
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に
出
席
し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
庶
務
）

第
六
条

審
査
会
の
庶
務
は
、
内
閣
府
大
臣
官
房
企
画
調
整
課
に
お
い
て
、
内
閣
官
房
組
織
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
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十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
官
房
に
置
か
れ
る
内
閣
参
事
官
の
う
ち
、
同
令
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
命
を
受
け
て
審
査
会
の
庶
務
へ
の
協
力
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
（
同
令
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

内
閣
官
房
内
閣
人
事
局
に
置
か
れ
る
人
事
政
策
統
括
官
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
命
を
受
け
て
審
査
会
の
庶
務
へ
の
協

力
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
人
事
政
策
統
括
官
）
の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
七
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
査
会

に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
六
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
退
職
手
当
審
査
会
の
委
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
退
職
手
当
・
恩
給
審
査
会
の
委
員
（
退
職
手
当
分
科
会
に
属
す
る
者
に
限
る
。
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）
で
あ
る
者
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
に
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
退
職
手
当
審
査
会
の
委
員
と
し
て
任
命
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六

年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
日
に
お
け
る
従
前
の

退
職
手
当
・
恩
給
審
査
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。



参

照

条

文

○

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

（
略
）

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
府
は
、
前
条
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

五
十
四
の
五

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務

（
設
置
）

第
三
十
七
条

（
略
）

３

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
内
閣
府
に
置
か
れ
る
審
議
会
等
で
本
府
に
置
か
れ
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
律
（
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

退
職
手
当
審
査
会

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

○

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
（
抄
）

（
大
臣
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
二
条

大
臣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

四
十
七

退
職
手
当
審
査
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
企
画
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
四
条

企
画
調
整
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

二
十

退
職
手
当
審
査
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

参
考
資
料
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○

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
（
抄
）

第
十
二
条

（
略
）

②

内
閣
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

七

国
家
公
務
員
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
事
務

八

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
八
条
の
二
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
事
務
に
関
す
る
事
務

九

国
家
公
務
員
の
退
職
手
当
制
度
に
関
す
る
事
務

十

特
別
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
関
す
る
事
務

十
一

国
家
公
務
員
の
総
人
件
費
の
基
本
方
針
及
び
人
件
費
予
算
の
配
分
の
方
針
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務

十
二

第
七
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
家
公
務
員
の
人
事
行
政
に
関
す
る
事
務
（
他
の
行
政
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十
三

行
政
機
関
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務

十
四

各
行
政
機
関
の
機
構
の
新
設
、
改
正
及
び
廃
止
並
び
に
定
員
の
設
置
、
増
減
及
び
廃
止
に
関
す
る
審
査
を
行
う
事
務

第
二
十
一
条

内
閣
官
房
に
、
内
閣
人
事
局
を
置
く
。

２

内
閣
人
事
局
は
、
第
十
二
条
第
二
項
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

内
閣
人
事
局
に
、
内
閣
人
事
局
長
を
置
く
。

４

内
閣
人
事
局
長
は
、
内
閣
官
房
長
官
を
助
け
、
命
を
受
け
て
局
務
を
掌
理
す
る
も
の
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
内
閣
官
房
副
長
官
の
中
か
ら
指
名
す
る
者
を
も
つ
て
充
て

る
。

○

内
閣
官
房
組
織
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
十
九
号
）
（
抄
）

（
人
事
政
策
統
括
官
）

第
五
条
の
二

内
閣
人
事
局
に
、
人
事
政
策
統
括
官
二
人
を
置
く
。

２

人
事
政
策
統
括
官
は
、
命
を
受
け
て
内
閣
人
事
局
の
事
務
の
一
部
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
内
閣
参
事
官
）

第
八
条

内
閣
官
房
に
、
内
閣
参
事
官
を
置
く
。

２

内
閣
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
内
閣
官
房
の
事
務
の
一
部
を
つ
か
さ
ど
り
、
又
は
人
事
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
を
助
け
る
。



第
九
条

（
略
）

３

内
閣
人
事
局
に
属
す
る
内
閣
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
内
閣
人
事
局
の
事
務
の
一
部
を
つ
か
さ
ど
り
、
又
は
人
事
政
策
統
括
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
を
助
け
る
。

○

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
（
抄
）

附

則

（
退
職
手
当
・
恩
給
審
査
会
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
退
職
手
当
・
恩
給
審
査
会
の
委
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
退
職
手
当
・
恩
給

審
査
会
令
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
日
に
満
了
す
る
。

２

（
略
）
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